
第５号（１２年１１月）

（金融庁から望んだ国会議事堂）

財 務 局 理 財 部 長 会 議 の 開 催 に つ い て

10月17日、金融庁は本事務年度第１回目の財務局理財部長会議を開催した。会議においては、

乾総務企画部長をはじめ各部長からの挨拶、各部局による業務説明、検査・監督行政の実情等意

見交換が行われた。

10月17日、金融庁は本事務年度第１回目の いて説明があった。

理財部長会議を開催した。 監督部からは、高木部長から、引き続き監

会議では、はじめに乾総務企画部長から、 督部と財務局との緊密な連携が重要である旨

金融庁発足にあたり、制度の企画立案から検 の挨拶があり、信金・信組及び保険に対する

査・監督・監視までを一貫して担当する官庁 監督についての説明及び要請があった後、監

として、時代の変化に的確に対応し、機動的 督部各課長、室長から、異業種の銀行業参入、

かつ整合的な政策の遂行に努めることが必要 地域金融機関に対する対応等それぞれが所掌

との挨拶や来年の４月に迫った情報公開法の する当面の諸課題について説明があり、質疑

施行にあたっての留意事項についての説明等 応答が行われた。

があった後、企画課長から金融制度に関する 検査部からは、西川部長から、信用組合に

最近の主な動きや金融審議会の運営について 対する集中検査の実施状況等について話があ

説明があり、また、特定金融情報室長からマ った後、総務課長から生命保険会社（19社）

ネー・ローンダリングに関する取組状況につ に対する検査結果等について説明があり、質



疑応答が行われた。 再生委員会からも各々の活動状況等について

以上のほか、証券取引等監視委員会、金融 説明が行われた。

（総務企画部政策課）

臨時財務局検査監理官等会議の開催について

信用組合の集中検査が過半数にまで進捗してきたことから、10月31日、全国の財務局の検査事

務を統括する検査監理官等を招集し臨時財務局検査監理官等会議を開催した。会議においては、

財務局において実施している検査における様々な問題点について、具体的事例に沿って意見交換

を行うとともに、信用組合業界が実施した集中検査に関するアンケート結果についてヒアリング

を行い、併せて意見交換を実施した。

〇平成12年10月31日発表

金融庁検査部は、本日10月31日（火）午前 いて意見交換を行うとともに、金融検査に当

10時20分から臨時財務局検査監理官等会議を たっては、金融機関の規模や特性を十分踏ま

開催した。 え、金融検査マニュアルの機械的・画一的な

本日の会議は、信用組合の集中検査が過半 運用に陥らぬよう、改めてその運用に当たっ

数の信用組合に対し実施されるまでに進捗し ての認識を再確認した。

てきたことから、全国の財務局の検査事務を また、検査指導官及び全国財務局の検査監

統括する検査監理官等を招集し、検査の実施 理官による現場の検査官に対する指導・研修

状況を把握するため開催した。 を徹底するとともに、被検査信用組合等との

会議においては、財務局において実施して 意見交換を引き続き実施することを確認した。

いる信用組合、信用金庫に対する検査におけ なお、本日の会議においては、信用組合業

る様々な問題点、例えば、中小零細企業等の 界が実施した集中検査（第一陣56組合）の検

経営実態の把握において、経営者の信用力、 査に関するアンケート調査結果についてヒア

企業の成長性や技術力等、当該企業の決算書 リングを行い、これを踏まえ、意見交換も併

等に直ちに現れない判断材料の見方などにつ せて実施した。

（検査部総務課）

（参 考） 信用組合集中検査実施状況（平成12検査事務年度）

（12年10月30日現在）

実施予定 予 告 立入検査開始 立入検査終了

全国 ２５５ １５６ １３４ １１３

本庁 － ３ ３ ３

関東 ９５ ５３ ４０ ３４

近畿 ２１ １５ １５ １２

北海道 １２ ６ ６ ３

東北 ３１ １９ １９ １３

東海 ２１ １２ １０ １０

北陸 ２０ １０ １０ １０

中国 １５ １１ １１ １１

四国 ３ ３ ３ ３

九州 １５ １２ ８ ７

福岡 ２２ １２ ９ ７

２



注１ 平成12年10月30日現在の信用組合数は、２８３であるが、現在

実施中の集中検査は、今後の存続可能性を見るためのものである

ので、破綻公表済みのものは検査対象としていない。

注２ 平成11検査事務年度において検査を実施している信用組合は７

信用組合である。

協 栄 生 命 保 険 株 式 会 社 に つ い て

10月20日、協栄生命は、厳しい財務状況の中で将来の会社更生を目指す観点から、東京地裁に

会社更生手続開始の申立てを行った。今後、裁判所の監督の下で、更生計画が策定されることと

なる。

〇長官談話（平成12年10月20日）

１．協栄生命保険株式会社（以下「協栄生命」 ても、保険業法に基づく保険契約の移転等

という。）は、本日午後３時過ぎ、東京地 の場合と同じく、予定利率の変更等の契約

裁に会社更生手続開始の申立てを行い、こ 条件の変更はありうるものの、少なくとも

れを受けて地裁は保全管理人を選任し、保 責任準備金（※) の90％までは確保される

全命令を発出した。 こととなる。また、平成13年３月末までの

２．協栄生命は、厳しい財務状況の中、財務 特例期間中に支払事由の生じた死亡保険金

基盤の強化のため他社との提携等を追求し 等については、その全額が支払われるなど

てきたが、そうした取組が最終的に実を結 の保護がなされることとなっている。

ばない中で、同社の経営は厳しさを増して （※）責任準備金：将来における保険金等の

いる。同社はこのような状況の中で、保険 支払いのために積み立てられているべき

契約者等の保護を図りつつ、将来の会社更 準備金

生を目指す観点から、本日の申立を行った ５．先般の千代田生命に続き、「金融機関等

ものと承知している。 の更生手続の特例等に関する法律（「更生

３．今後、裁判所の監督の下で更生計画が策 特例法」）」に基づき、比較的早期の段階

定されることとなり、それまでの間は、新 で申立を行ったことから、当局としては早

規の契約に関する業務、解約に関する業務 期に適切な更生計画が策定されることを期

等は停止されるが、保険金の支払い、保険 待する。

料の受領等の業務については、原則として、 ６．また、当庁としては、更生計画の策定に

引き続き行われることとなる。 当たって保険業法の趣旨を踏まえつつ、保

４．現在契約されている保険契約の取扱いは、 険契約者等の保護の立場から適切に対応し

更生計画において定められることとなる。 てまいりたい。

生命保険契約については、生命保険契約者 保険契約者におかれては、冷静な行動を

保護機構による資金援助等のセーフティ・ とられることを強く希望する。

ネットが整備されており、更生手続におい

（監督部保険課）

協 栄 生 命 保 険 株 式 会 社 の 概 要

１．沿 革 昭和10年12月 「協栄生命再保険株式会社」として発足

昭和22年５月 「協栄生命保険株式会社」として再発足

３



２．本社所在地 東京都中央区日本橋本石町４丁目４番１号

３．社 長 大 塚 昭 一

４．主要計数

（単位：億円）

１０年３月期 １ １ 年 ３ 月 期 １２年３月期

保有契約高 ６４３，５４２ ６１５，９１３ ５７７，３０１

総 資 産 ５２，４５８ ５０，８０２ （注）４６，０９９

収入保険料 ７，４６５ ６，８４６ ５，７２０

経 常 利 益 ２７０ ２１０ ４３

当 期 利 益 ３０ ４０ ▲ ９

（注）43社（第百生命、大正生命、千代田生命及びカーディフ生命を除く。）

中第11位。

・役員数（監査役含む）： 16名（12年８月末現在）

・職員数 ： 11,670名（うち内勤職員数 2,221名、

営業職員数 9,449名、12年８月末現在）

・店舗数（営業所等） ： 590 （12年８月末現在）

・保有契約件数（個人保険、個人年金合計）： 約６００万件（12年３月末現在）

５．ソルベンシー・マージン比率 ： ２１０．６％（12年３月期）

（参 考）

〇金融再生委員長談話（平成12年10月20日）

１．協栄生命保険株式会社（以下「協栄生命」 ている。また、平成13年３月末までの特例

という。）は、本日、東京地裁に会社更生 期間中に支払事由の生じた死亡保険金等に

手続開始の申立てを行った。同社は、厳し ついては、その全額が支払われるなどの保

い財務状況の中で、保険契約者等の保護を 護がなされることとなっている。

図りつつ、将来の会社更生を目指す観点か ３．金融監督当局としては、協栄生命が、比

ら、本日の申立てを行ったものと承知して 較的早期の段階で申立を行ったことから、

いる。 保険契約者の保護に配慮した更生計画が策

今後は、裁判所の監督の下で、更生計画 定されることを期待する。

が策定されることとなる。 ４．当局としては、引き続き保険会社の経営

２．協栄生命の保険契約の取扱いは、更生計 の健全性の確保、保険契約者等の保護に万

画において定められることとなるが、保険 全を期し、保険業界の信用の維持に努めて

業法に基づく保険契約の移転等の場合と同 まいりたい。

じく、生命保険契約については、生命保険 保険契約者におかれては、冷静な行動を

契約者保護機構による資金援助等を通じて、 とられることを強く希望する。

保険契約者等の保護が図られることとなっ

（金融再生委員会事務局総務課）

４



5

保険会社の更生手続（概略）

申立要件 ①事業の継続に著しい支障を来すことなく、弁済期にある債務を弁済
できないとき。

②破産の原因たる事実の生ずるおそれがあるとき。

（保険会社は、裁判所への申立と同時に、金融庁に
対しても、保険業法に基づき、事業継続困難の申
出。)

更 生 手 続 開 始 の 申 立 ○裁判所から金融庁に通知。

裁判所による保全処分 ○裁判所が保全管理人を選任。

○裁判所が更生管財人を選任。
○公告、更生債権者等に通知（保険契約者について

更 生 手 続 開 始 決 定 は、保護機構へ送達 。）
○金融庁に通知。

○更生計画の作成過程には、保険契約者の代理とし
て、保護機構が参加。

更 生 計 画 の 作 成 ○行政庁の認可等を要する事項を定めた計画案につ
いては、裁判所は当該行政庁の意見を聞くことが
必要。また、金融庁長官は、何時でも計画案に意
見を述べることが可能。

裁判所による計画認可 ○行政庁の認可等を要する事項を定めた計画案につ
いては、当該計画が当該行政庁の意見と重要な点
において反していないことが、認可要件。

更 生 計 画 の 遂 行
以下は、保険業法上の手続き

※

※資金援助必要時のみ

金 融 庁 長 官 に よ る ○当該保険契約の移転等が、保険契約者保護に資
適 格 性 の 認 定 するか、保護機構による資金援助が必要不可欠

であるかといった観点から、金融庁が審査。

※資金援助必要時のみ
保護機構による財産評価 ○破綻保険会社の財産の評価が適正であるか保護

機構が確認。適正でない場合には、保護機構が
調査を行い、財産を評価。

金融庁長官による保険 ○保険契約の移転、組織変更等については、金融庁
契 約 の 移 転 等 の 認 可 長官の認可が必要。その際には、保険契約者保護

の観点から審査。



「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部
を改正する法律」の施行に伴う政令案等の公表について

「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律」の施行に伴い

、資産流動化計画の計画期間等を定めた資産の流動化に関する法律施行令案、運用対象資産の範

囲等を定めた投資信託及び投資法人に関する法律施行令案、その他関係する政令案を、10月18日

公表し、10月31日を期限にパブリックコメントに付した。また、これと併せて、業務開始手続き

等を定めた総理府令案等も10月24日公表し、11月６日を期限にパブリックコメントに付した。

〇平成12年10月18日発表

資産の流動化に関する法律施行令案要綱 の価格を調査する者

優先出資申込証及び特定社債申込証に

資産の流動化に関する法律の施行に伴い、 記載する特定資産の価格を調査する者と

特定目的会社による特定資産の流動化に関す して、弁護士、公認会計士、弁理士等を

る法律施行令の全部を改正するこの政令を制 定めることとする。

定することとする。 （第４条、第10条関係）

４．会計監査人の監査を受けることを要し

第１ 総則 ない特定社債の発行総額等

１．題名の改正 会計監査人の監査を受けることを要し

政令の題名を「資産の流動化に関する ない特定社債の発行総額と特定目的借入

法律施行令」に改めることとする。 れの総額との合計額は、２００億円に満

２．定義 たない額とする。

特定資産、特定目的会社、特定社債等 （第９条関係）

について、所要の定義規定を設けること ５．使用人の制限

とする。 取締役等の欠格事由に該当する者は、

（第１条関係） 営業所の業務統括者等としてはならない

第２ 特定目的会社制度 こととする。

１．業務開始届出書に記載すべき使用人、 （第23条関係）

取締役の欠格事由 ６．著作権の信託に係る契約に付すべき条

業務開始届出書に記載すべき使用人と 件

して営業所の業務統括者等を定めるとと 小説等の著作物に係る著作権の信託に

もに、解散を命ぜられた特定目的会社に ついては、著作権に関する仲介業務に関

おいて解散命令の前３０日以内に営業所 する法律による許可を受けた者に再信託

の業務統括者等であったものは、他の特 しなければならないこととする。

定目的会社の取締役又は監査役となるこ （第24条関係）

とができないこととする。 ７．その他

（第２条関係） 優先出資の消却について準用する商法

２．資産流動化計画の計画期間 の規定の読替え等、所要の規定の整備を

資産流動化計画の計画期間の上限は、 行うこととする。

特定資産の区分に応じ、20年、25年又は （第５条～第８条、第11条～第22条、第

50年とする。 25条関係）

（第３条関係） 第３ 特定目的信託制度

３．優先出資申込証等に記載する特定資産 １．資産信託流動化計画の計画期間

６



資産信託流動化計画の計画期間の上限 ５．船舶登記規則等に係る特例

は、特定資産の区分に応じ、20年、25年 特定目的信託に係る船舶登記規則等の

又は50年とする。 適用に際しての特例を規定する。

（第27条関係） （第55条関係）

２．著作権を特定資産とする特定目的信託 ６．その他

契約に付すべき条件 特定目的信託の信託財産について準用

小説等の著作物に係る著作権の特定目 する法の規定の読替え等、所要の規定の

的信託については、著作権に関する仲介 整備を行うこととする。

業務に関する法律による許可を受けた者 （第26条、第28条、第31条～第43条、第

に再信託しなければならないこととする。 45条～第54条関係）

（第29条関係） 第４ 雑則

３．社債的受益権を定める特定目的信託契 １．権限の委任

約に付すべき条件 特定目的会社の届出の受理等に係る金

社債的受益権を定める特定目的信託契 融庁長官の権限の委任について、所要の

約については、信託財産の管理又は処分 規定の整備を行うこととする。

により得られる利益から配当を行う時期 （第56条関係）

及び配当を行う時期ごとの配当額を定め 第５ その他

ること等の条件を定めることとする。 １．施行期日、経過措置

（第30条関係） この政令は、特定目的会社による特定

４．利益の特定資産組入れ 資産の流動化に関する法律等の一部を改

利益を特定資産に組み入れる場合は、 正する法律の施行の日（平成12年11月30

公租公課を控除した後でなければならな 日）から施行することとするとともに、

いこととする。 その他必要な経過措置を定めることとす

（第44条関係） る。

（附則関係）

投資信託及び投資法人に関する法律施行令案 ２．特定資産の範囲

要綱 従来、運用対象資産として認められて

いた有価証券及び有価証券デリバティブ

投資信託及び投資法人に関する法律の施行 に係る各権利に加え、不動産、不動産の

に伴い、証券投資信託及び証券投資法人に関 賃借権、地上権、金銭債権、約束手形、

する法律施行令の全部を改正するこの政令を 金融先物取引等に係る権利、金融デリバ

制定することとする。 ティブ取引に係る権利、信託受益権及び

匿名組合出資持分を特定資産として指定

第１ 総則 することとする。

１．題名の改正 （第３条関係）

政令の題名を「投資信託及び投資法人 ３．証券投資信託の定義

に関する法律施行令」に改めることとす 「主として有価証券」から不動産を含

る。 めた幅広い資産へ運用対象資産が拡大し

第２ 投資信託制度 たことに伴い、証券投資信託の定義に関

１．権限を委託できる者の範囲 する規定の整備を行うこととする。

委託者の指図権限を委託することので （第５条関係）

きる対象者として信託会社等を追加する ４．金銭信託以外の投資信託の禁止の適用

こととする。 除外

（第２条、第４条関係） 今回の法改正により、金銭信託以外の
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投資信託が明文で禁止されたが、金銭信 規制対象資産として不動産、金銭債権、

託以外の投資信託が例外的に認められる 金融オプション等を追加することとす

場合を定めることとする。 る。

（第８条関係） （第19条関係）

５．受益証券等の預託の受入れの禁止の適 (5) 投資信託委託業者の利害関係人等の

用除外 範囲

投資信託委託業者は、受益証券又は金 投資信託委託業者は、その利害関係

銭の預託を受けることを禁止されている 人等の顧客等の利益を図るために取引

が、認可を受けて宅地建物取引業を営む の指図を行うこと等を禁止されている

場合等に金銭の預託を受けることを認め が、今回、投資法人の投資法人債を新

ることとする。 設したことに伴い、投資法人が発行す

（第15条関係） る投資口又は投資法人債の合計の２分

６．投資信託委託業に係る行為準則 の１超の投資口又は投資法人債の募集

(1) 投資信託委託業者と投資信託財産間 の取扱い等を行う者を利害関係人等に

の取引禁止の例外 追加することとする。

投資信託委託業者は、自己又はその （第20条、第21条関係）

取締役と運用の指図を行う投資信託財 ７．特定資産の価格を調査する者

産との間における取引を禁止されてい 特定資産の取得又は譲渡が行われた場

るが、届出をして不動産の管理業務を 合に資産の価格等の調査を行う者として、

営む場合等における投資信託財産の不 弁護士、公認会計士、不動産鑑定士等を

動産の管理の受託等の取引を認めるこ 定めることとする。

ととする。 （第22条、第34条、第49条関係）

（第16条関係） ８．利益相反のおそれがある場合の受益者

(2) 投資信託財産相互間の取引禁止の例 等への書面の交付

外 書面交付義務の課される利益相反取引

投資信託委託業者は、運用の指図を の相手方、取引態様及び書面交付の対象

行う投資信託財産相互間における取引 者を定めることとする。

の指図を禁止されているが、投資信託 （第30条関係）

契約の終了に伴う取引等を例外として ９．投資法人資産運用業に係る行為準則

認めることとする。 投資法人型につき、前記６と同様の規

（第17条関係） 定を設けることとする。

(3) 投資信託財産と投資法人間の取引禁 （第33条関係）

止の例外 10．利益相反のおそれがある場合の投資法

投資信託委託業者は、運用の指図を 人等への書面の交付

行う投資信託財産と資産の運用を行う 投資法人型につき、前記８と同様の規

投資法人との間における取引の指図を 定を設けることとする。

禁止されているが、前項同様の例外を （第36条関係）

認めることとする。 11．兼業の範囲

（第18条関係） 兼業業務として、不動産の管理業務及

(4) 相場性のある特定資産の指定 び金融先物取引業等を追加することとす

投資信託委託業者は、受益者以外の る。

第三者の利益を図る目的をもって、相 （第38条、第39条関係）

場を利用して正当な根拠を有しない取 12．信託会社等の行為準則

引を行うことを禁止されているが、特 今回、新設された委託者非指図型投資

定資産の範囲が拡張されたことに伴い、 信託につき、前記６と同様の規定を設け
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ることとする。 産の運用に係る一定の行為を行うことを

（第44条、第45条、第46条関係） 禁止されているが、前記６(1) と同様に

13．信託会社等の利害関係人の範囲 取引の認められる例外を定めることとす

委託者非指図型投資信託につき、前記 る。

６(5) と同様に利害関係人等の範囲を定 （第96条関係）

めることとする。 第４ 雑則

（第47条関係） １．関係行政機関の長との協議等

14．利益相反のおそれがある場合の受益者 建設大臣との協議等の対象を定めるこ

等への書面の交付 ととする。

委託者非指図型投資信託につき、前記 （第100 条、第101 条関係）

８と同様の規定を設けることとする。 ２．権限の委任

（第52条関係） 投資信託委託業者の認可等に係る金融

第３ 投資法人制度 庁長官の権限の委任について、所要の規

１．資産の運用の範囲 定の整備を行うこととする。

投資対象となる資産の範囲が拡張した （第102 条関係）

ことに伴い、投資法人が規約に定める資 第５ その他

産運用の対象及び方針に従い特定資産に １．施行期日

ついて行いうる取引の範囲を拡張するこ この政令は、特定目的会社による特定

ととする。 資産の流動化に関する法律等の一部を改

（第95条関係） 正する法律の施行の日（平成12年11月30

２．投資法人との取引禁止の例外 日）から施行することとする。

投資法人は、投資信託委託業者等と資

〇平成12年10月24日発表

１．資産の流動化に関する法律施行規則 ② 特定目的信託の受益証券の募集等を行

業務開始届出・特定目的信託契約の届出 う原委託者に係る行為規制等に関する総

等に係る手続き、資産流動化計画・資産信 理府令

託流動化計画の記載事項等、その他所要の 特定目的信託の受益証券について、原

事項について定めるもの。 委託者が募集等を行うことが認められた

２．投資信託及び投資法人に関する法律施行 ことに伴い、その行為規制等の内容を定

規則 めるもの。

投資信託委託業の認可・投資法人設立の ③ 特定目的信託財産の貸借対照表、損益

届出等に係る手続き、投資信託約款の記載 計算書、信託財産の管理及び運用に係る

事項等、その他所要の事項について定める 報告書並びに附属明細書に関する規則

もの。 特定目的信託の信託財産に係る貸借対

３．新たに制定する関連府令 照表、損益計算書等の記載方法について

① 資産対応証券の募集等の取扱いを行う 定めるもの。

特定譲渡人に係る行為規制等に関する総 ④ 投資信託財産の貸借対照表、損益計算

理府令 書、附属明細書及び運用報告書に関する

特定目的会社に係る資産対応証券につ 規則

いて、特定譲渡人が募集等の取扱いを行 投資信託財産に係る貸借対照表、損益

うことが認められたことに伴い、その行 計算書等の記載方法について定めるもの

為規制等の内容を定めるもの。 ⑤ 投資法人の貸借対照表、損益計算書、
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資産運用報告書、金銭の分配に係る計算 面に関する規則

書及び附属明細書に関する規則 特定目的信託に係る権利者集会の招集

投資法人に係る貸借対照表、損益計算 通知に添付すべき、議決権を行使するた

書等の記載方法について定めるもの めの書面の様式を定めるもの。

⑥ 投資法人の監査報告書に関する規則 ４．その他必要な関係府令の整備等

投資法人に係る監査報告書の記載方法 「特定目的会社による特定資産の流動化

について定めるもの に関する法律等の一部を改正する法律」の

⑦ 特定目的信託の権利者集会の招集通知 施行に伴い、関係府令につき所要の改正を

に添付すべき議決権を行使するための書 行うもの。

（総務企画部企画課）

証券会社に関する総理府令等の一部改正案に係る
概要の公表について

金融庁は、協同組織金融機関の優先出資に関する法律の改正等に伴い、証券会社に関する総理

府令及び証券会社の行為規制等に関する総理府令並びに会社関係者等の特定有価証券等の取引規

制に関する総理府令を改正するため、11月10日公表し、11月24日を期限にパブリックコメントに

付した。

〇平成12年11月10日発表

証券会社に関する総理府令・証券会社の行 普通出資者を中小企業等協同組合法第40

為規制等に関する総理府令・会社関係者等の 条の２に定める権利を得た信用協同組合

特定有価証券等の取引規制に関する総理府令 及び協同組合連合会並びに労働金庫法第

の改正に係る概要について 40条に定める権利を得た労働金庫及び労

働金庫連合会の普通出資者とする（第１

１．目的 条関係）。

協同組織金融機関の優先出資に関する法 ３．関係する法令等

律の改正等に伴う関係府令の改正を行うも 証券取引法（第37条、第42条第１項第９

のである。 号、第166 条第１項第２号）

２．改正の内容 証券会社に関する総理府令（第27条）

証券会社に関する総理府令 証券会社の行為規制等に関する総理府令

法第37条に規定する上場株券等の規定 （第４条第５号、第６号）

（第27条関係）に優先出資証券を追加する。 会社関係者等の特定有価証券等の取引規

証券会社の行為規制等に関する総理府 制に関する総理府令（第１条）

令 ４．実施時期

安定操作期間内における引受証券会社 本パブリックコメント終了後、速やかに

の自己計算買い付けの禁止等の規定（第 現行府令の必要箇所を改正し、公布の日か

４条第５号、同条第６号関係）における ら施行する。ただし、会社関係者等の特定

対象有価証券に優先出資証券を追加する。 有価証券等の取引規制に関する総理府令の

会社関係者等の特定有価証券等の取引 改正に関しては、一定の周知期間経過後施

規制に関する総理府令 行する。

会社関係者となる協同組織金融機関の

（総務企画部市場課）
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（参 考）

○関係する法令［抜粋］ 関係者に該当する者を除く。）については、

【証券取引法】 当該子会社の業務等に関する重要事実であ

〔取引所有価証券市場外での取引の禁止〕 つて、次項第五号から第八号までに規定す

第三十七条 証券会社は、顧客から証券取 るものに限る。以下同じ。）を当該各号に

引所に上場されている株券、転換社債券そ 定めるところにより知つたものは、当該業

の他の有価証券で総理府令で定めるもの 務等に関する重要事実の公表がされた後で

（第七十九条の二から第七十九条の四まで なければ、当該上場会社等の特定有価証券

において「上場株券等」という。）の売買 等に係る売買その他の有償の譲渡若しくは

に関する注文を受けたときは、当該顧客の 譲受け又は有価証券指数等先物取引、有価

指示が取引所有価証券市場外で取引を行う 証券オプション取引、外国市場証券先物取

旨の指示であることが明らかである場合を 引若しくは有価証券店頭デリバティブ取引

除き、取引所有価証券市場外で売買を成立 （以下この条において「売買等」という。）

させてはならない。 をしてはならない。当該上場会社等に係る

〔禁止行為〕 業務等に関する重要事実を次の各号に定め

第四十二条 証券会社又はその役員若しく るところにより知つた会社関係者であつて、

は使用人は、次に掲げる行為をしてはなら 当該各号に掲げる会社関係者でなくなつた

ない。ただし、第五号及び第六号に掲げる 後一年以内のものについても、同様とする。

行為にあつては、第三十四条第二項第一号 一 （略）

の投資一任契約に係る業務として行うもの 二 当該上場会社等の商法第二百九十三条

及び投資者の保護に欠け、取引の公正を害 ノ六第一項に定める権利を有する株主若

し、又は証券業の信用を失墜させるおそれ しくは優先出資法に規定する普通出資者

のないものとして総理府令で定めるものを のうちこれに類する権利を有するものと

除く。 して総理府令で定める者、商法第二百九

一～八 （略） 十三条ノ八第一項に定める権利を有する

九 前各号に掲げるもののほか、有価証券 株主又は有限会社法（昭和十三年法律第

の売買その他の取引又は有価証券指数等 七十四号）第四十四条ノ三に定める権利

先物取引等（有価証券指数等先物取引又 を有する社員（これらの株主、普通出資

はこれに係る第二条第八項第二号若しく 者又は社員が法人（法人でない団体で代

は第三号に掲げる行為をいう。以下同じ 表者又は管理人の定めのあるものを含む。

。）、有価証券オプション取引等（有価 以下この条及び次条において同じ。）で

証券オプション取引又はこれに係る同項 あるときはその役員等を、これらの株主、

第二号若しくは第三号に掲げる行為をい 普通出資者又は社員が法人以外の者であ

う。以下同じ。）若しくは有価証券店頭 るときはその代理人又は使用人を含む。）

デリバティブ取引等に関する行為で投資 当該権利の行使に関し知つたとき。

者の保護に欠け、若しくは取引の公正を 三～五 （略）

害し、又は証券業の信用を失墜させるも ②～⑥ （略）

のとして総理府令で定める行為

〔会社関係者の禁止行為〕 【証券会社に関する総理府令】

第百六十六条 次の各号に掲げる者（以下 （法第三十七条に規定する上場株券等）

この条において「会社関係者」という。） 第二十七条 法第三十七条に規定する総理

であつて、上場会社等に係る業務等に関す 府令で定めるものは、次に掲げるものとす

る重要事実（当該上場会社等の子会社に係 る。

る会社関係者（当該上場会社等に係る会社 一 株券
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二 転換社債券 ものについて、令第二十四条第一項に規

三 新株引受権付社債券 定する安定操作期間内における買付けに

四 新株引受権証券 関し行う次に掲げる行為

五 新株引受権証書 イ 自己の計算による買付け（有価証券オ

六 出資証券 プション取引若しくは有価証券店頭オプ

ション取引により取得し又は付与したオ

【証券会社の行為規制等に関する総理府令】 プションが行使された場合に成立する有

（禁止行為） 価証券の売買取引による買付け、令第二

第四条 法第四十二条第一項第九号（同条 十条第一項に規定する安定操作取引のう

第二項において準用する場合を含む。）に ち令第二十条から第二十五条までの規定

規定する総理府令で定める行為は、次に掲 に従い行うもの（以下この条において「

げるものとする。 安定操作取引」という。）、証券取引所

一～五 （略） の定める規則（法第八十五条の二第一項

六 証券取引法施行令（昭和四十年政令第 の規定に基づき金融庁長官が認可するも

三百二十一号。以下「令」という。）第 のに限る。）において当該証券取引所が

二十条第二項各号に掲げる証券会社が、 開設する取引所有価証券市場における有

同項各号の募集又は売出しに係る有価証 価証券の流通の円滑化を図るため必要な

券（時価又は時価に近い一定の価格によ もの及び証券業協会の定める規則（法第

り発行する新株の引受権を表示する新株 七十六条第一項の規定に基づき金融再生

引受権証券（以下この条において「時価 委員会が認可するものに限る。）におい

新株引受権証券」という。）以外の新株 て当該証券業協会が登録する店頭売買有

引受権証券を除き、時価又は時価に近い 価証券の流通の円滑化を図るため必要な

一定の価格により発行する株券（端株券 もの又は個別の銘柄に対する投資判断に

を含む。以下同じ。）に転換することを 基づかないものと認められている買付け

条件とする転換社債券 （以下この条に を除く。）をする行為

おいて「時価転換社債券」という。）及 ロ 他の証券会社（外国証券会社を含む。）

び時価又は時価に近い一定の価格により に買付けの委託等をする行為

発行する新株の引受権を付与されている ハ 令第二十条第一項に規定する安定操作

新株引受権付社債券（以下この条におい 取引に係る有価証券の発行者である会社

て「時価新株引受権付社債券」という。） の計算による買付けの受託等（株券の買

以外の社債券を除く。）の発行者が発行 付けの受託に限る。）をする行為

する株券（時価新株引受権証券の売出し ニ 令第二十条第三項各号に掲げる者の計

（法第四条第一項第二号に掲げる有価証 算による買付けの受託等（有価証券オプ

券の売出しを除く。以下この号において ション取引若しくは有価証券店頭オプシ

同じ。）の場合には株券又は時価新株引 ョン取引により取得し又は付与したオプ

受権証券、時価転換社債券の募集（五十 ションが行使された場合に成立する有価

名以上の者を相手方として行う場合に限 証券の売買による買付け及び安定操作取

る。以下この号において同じ。）又は売 引の受託を除く。）をする行為

出しの場合には株券又は時価転換社債券、 七 安定操作取引又はその受託等をした証

時価新株引受権付社債券の募集又は売出 券会社が、その最初に行つた安定操作取

しの場合には株券又は時価新株引受権付 引の時から前号の期間の末日までの間に

社債券）で、証券取引所に上場されてお おいて、当該安定操作取引に係る有価証

り、又は店頭売買有価証券（法第七十六 券につき安定操作取引が行われた旨を表

条に規定する店頭売買有価証券をいう。 示しないで、当該有価証券の発行者が発

以下この号において同じ。）に該当する 行する株券、時価新株引受権証券、時価
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転換社債券若しくは時価新株引受権付社 八～十四 （略）

債券について買付けの受託若しくは売付

け（証券会社（外国証券会社を含む。以 【会社関係者等の特定有価証券等の取引規

下この号において同じ。）からの買付け 制に関する総理府令】

の受託又は証券会社への売付けを除く。） （会社関係者となる協同組織金融機関の普

又は当該有価証券の売買に係る有価証券 通出資者）

オプション取引若しくは有価証券店頭オ 第一条 証券取引法（昭和二十三年法律第

プション取引（オプションであつて当該 二十五号。以下「法」という。）第百六十

オプションの行使により当該行使をした 六条第一項第二号に規定する総理府令で定

者がこれらの取引において買主としての める者は、中小企業等協同組合法（昭和二

地位を取得するものの取得又はオプショ 十四年法律第百八十一号）第四十条の二に

ンであつて当該オプションの行使により 定める権利を得た全国を地区とする信用協

当該行使をした者が当該取引において売 同組合連合会の普通出資者及び労働金庫法

主としての地位を取得するものの付与に （昭和二十八年法律第二百二十七号）第四

限る。）の受託（証券会社からの受託を 十条に定める権利を得た全国を地区とする

除く。）をする行為 労働金庫連合会の普通出資者とする。

証券取引所の設立等に関する総理府令等の一部を
改正する総理府令案に係る概要の公表について

「証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律」の一部の施行に伴い、取引所の株式

会社への組織変更に係る手続き等を定めた総理府令案を、10月26日公表し、11月８日を期限にパ

ブリック・コメントに付した。

〇平成12年10月26日発表

証券取引所の設立等に関する総理府令等の け及び買付けの気配を提示し、かつ当

一部を改正する総理府令案の概要 該売付け及び買付けの気配に基づき売

買を行う義務を負う方法

証券取引法及び金融先物取引法の一部を改 (3) 電子情報処理組織を使用して、同時

正する法律の一部の施行に伴い、証券取引所 に多数の者を一方の当事者又は各当事

の設立等に関する総理府令及び金融先物取引 者として売買又はその媒介、取次ぎ若

法施行規則等の改正を行うこととする。 しくは代理を行う方法（ＰＴＳ業務の

認可を受けて証券会社又は外国証券会

１ 証券取引所の設立等に関する総理府令の 社が行う業務の方法を除く。）

一部改正 （参考) PTS 業務における売買価格決定方

○ 題名を「証券取引所に関する総理府令」 法については、従来の「市場価格売

とする。 買方式」、「顧客間交渉方式」に加

○ 法第八十条第二項第二号に規定する競 え、「顧客注文対当方式」、「売買

買その他の総理府令で定める方法は、有 気配提示方式」の２つの方法を認め

価証券市場を開設する場合の以下の方法 る方向で検討中。（10月26日付パブ

とする。 リック・コメント「私設取引システ

(1) 競売買の方法 ム（PTS ）開設等に係る指針の公表

(2) 複数の証券会社等が、恒常的に売付 について」）

１３



○ 免許申請書の添付書類として、以下の ○ 組織変更前の会員証券取引所が備え置

ものを追加する。（法第82条第２項関係） くべき書類として、以下のものを規定す

(1) 理由書、法人登記簿の謄本、創立総 る。（法第101 条の３第１項関係)

会の議事録 (1) 組織変更計画書、組織変更に関する

(2) 主要な株主の氏名、住所又は居所、 議案、組織変更後の定款

国籍及び職業並びに持株数を記載した (2) 会員に対する株式の割当てに関する

書類（免許を受けようとする者が株式 事項について理由を記載した書面

会社である場合に限る。) (3) 最終の貸借対照表及び収支計算書

(3) 証券取引所の業務に関する知識及び ○ 組織変更後の株式会社証券取引所が備

経験を有する従業員の確保・配置の状 え置くべき書類として、以下のものを規

況を記載した書類 定する。（法第101 条の５第１項関係)

(4) 事務の機構及び分掌を記載した書類 (1) 商法第100 条の規定による手続きの

(5) 最近における財産及び収支の状況を 経過

知ることができる書類 (2) 組織変更の日

(6) 電子情報処理組織を使用する場合に (3) 組織変更に際して株式を発行したと

は、その概要、設置場所、容量及び保 きは、商法第173 条ノ２第１項の規定

守の方法並びに異常が発生した場合の による株式会社の取締役及び監査役と

対処方法を記載した書類 なるべき者の調査に関する事項

(7) 証券取引所以外の株式会社が従前の ○ 組織変更認可申請書の添付書類として、

目的を変更して免許申請書を提出する 以下のものを規定する。（法第101 条の

場合 11第３項関係)

① 従前の目的を変更して取引所有価 (1) 理由書、組織変更計画書、組織変更

証券市場を開設することを決議した 後の定款その他の規則、組織変更計画

株主総会の議事録 書を承認した総会の議事録

② 従前の定款及び免許申請の際に現 (2) 貸借対照表及び収支計算書

に存する取引の性質を明らかにする (3) 組織変更後の株式会社証券取引所の

書面 役員の履歴書、住民票の抄本又はこれ

③ 最終の貸借対照表、損益計算書及 に代わる書面並びにその者が法第28条

び利益の処分又は損失の処理に関す の４第９号イからヘまで及び商法第25

る書面 ４条の２第３号に該当しないことを誓

約する書面

○ 組織変更計画書の記載事項として以下 (4) 主要な株主の氏名、住所又は居所、

のとおり規定する。（法第101 条の２第 国籍及び職業並びに持株数を記載した

５項関係) 書類

(1) 組織変更後の商号、資本の額及び資 (5) 現に存する純資産額を証する書面

本準備金の額 (6) 株式会社証券取引所の役員となるべ

(2) 組織変更後に発行する株式の総数及 き者が就任を承諾したことを証する書

び額面株式を発行するときは、一株の 面

金額 (7) 組織変更に際して株式を発行したと

(3) 会員に対する割当てにより発行する きは、以下の書面

株式の総数及び額面又は無額面の別並 ① 株式の申込み及び引受けを証する

びに発行価額 書面

(4) 組織変更前の会員証券取引所の会員 ② 取締役及び監査役又は検査役の調

に対して支払う金額を定めたときは、 査報告書、商法第173 条第３項前段

その規定 の弁護士の証明書、これらの附属書
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類並びに有価証券の取引所の相場を は所有する会社の株式（当該相続人

証する書面 （共同相続の場合を除く。) が単純承

③ 検査役の報告に関する裁判があっ 認（単純承認したものとみなされる場

たときは、その謄本 合を含む。) 又は限定承認した日まで

④ 払込みを取り扱った銀行又は信託 のもの又は当該相続財産の共同相続人

銀行の払込金の保管に関する証明書 が遺産分割を了していないものに限る。)

(8) 商法第100 条第１項の規定による公 (5) 会社が自己の株式の消却を行うため

告及び催告の状況を記載した書類 に取得し、又は所有する会社の株式

(9) 証券取引所の業務に関する知識及び ○ 取得等の制限が適用されないもの（た

経験を有する従業員の確保・配置の状 だし、会社の発行済株式の総数の百分の

況を記載した書類 五を超える部分の数の対象株式について

(10)組織変更後の事務の機構及び分掌を は、その超えることとなった日から１年

記載した書類 を超えて所有してはならない。) として、

○ 取得又は所有の態様その他の事情を勘 以下のとおり規定する。（法第103 条第

案して取得又は所有する株式から除く株 ２項関係)

式として、以下のとおり規定する。（法 (1) 所有する会社の対象株式の数に増加

第103 条第１項関係) がない場合

(1) 信託業を営む者が信託財産として取 (2) 担保権の行使又は代物弁済の受領に

得し、又は所有する株式会社証券取引 より会社の対象株式を取得し、又は所

所（以下、「会社」という。) の株式 有する場合

(法第103 条第３項第１号の規定によ (3) 証券業を営む者が業務として会社の

り当該信託業を営む者が自ら取得し、 対象株式を取得し、又は所有する場合

又は所有する株式とみなされるものを （法第２条第８項第１号に掲げる行為

除く。) により取得し、又は所有するものを除

(2) 法人の代表権を有する者又は支配人 く。)

が当該代表権又はその有する代理権に (4) 法第156 条の３第１項に規定する業

基づき取得し、又は所有する会社株式 務を営む者が当該業務として会社の対

(3) 会社の役員又は従業員が当該会社の 象株式を取得し、又は所有する場合

他の役員又は従業員と共同して当該会 ○ 株式会社証券取引所が公衆の縦覧に供

社の株式の取得（一定の計画に従い、 する事項を、以下のとおり規定する。

個別の投資判断に基づかず、継続的に （法第104 条関係)

行われ、各役員又は従業員の１回当た (1) その発行済株式の総数を公衆の縦覧

りの拠出金額が百万円に満たないもの に供する。

に限る。）をした場合（当該会社が商 (2) 新株引受権の行使又は社債の転換等

法第210 条ノ２第１項の規定に基づき によって発行済株式の総数に変更があ

取得した株式以外の株式を取得したと った場合における発行済株式の総数は、

きは、証券会社又は外国証券会社に委 前月末日現在のものによることができ

託して行った場合に限る。）において る。

当該取得をした会社の株式を信託され (3) 発行済株式の総数に変更があった場

た者が取得し、又は所有する当該会社 合において、その登記が行われるまで

の株式（法第103 条第３項第１号の規 の間は、登記されている発行済株式の

定により当該信託された者が自ら取得 総数をもって、(1) の発行済株式の総

し、又は所有する株式とみなされるも 数とみなすことができる。

のを除く。) (4) 株式会社証券取引所は、発行済株式

(4) 相続人が相続財産として取得し、又 の総数を記載した書面を本店に備え置
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き、その営業時間中これを公衆の縦覧 から免許の効力に係る承認申請があった

に供しなければならない。 場合における審査基準を、以下のとおり

○ 資本の額の減少の認可申請書に添付す 規定する。（法第134 条第１項第５号関

る書類として、以下のものを規定する。 係)

（法第105 条第１項関係) (1) 免許を受けた日から６月以内に取引

(1) 理由書、資本の額の減少の方法を記 所有価証券市場を開設することができ

載した書類、株主総会の議事録、貸借 ないことについてやむを得ないと認め

(2) 商法第100 条第１項の規定による公 られる理由があること

告及び催告の状況を記載した書類 (2) 合理的な期間内に取引所有価証券市

(3) 株式の併合又は消却をする場合には、 場を開設することができると見込まれ

商法第215 条第１項の規定による公告 ること

及び通知の状況を記載した書類 (3) 当該免許の際に審査の基礎となった

○ 資本の額の増加の届出書に添付する書 事項について取引所有価証券市場の開

類として、以下のものを規定する。（法 設が見込まれる時期までに重大な変更

第105 条第２項関係) がないと見込まれること

(1) 取締役会の議事録 ○ 会員証券取引所と株式会社証券取引所

(2) 資本の額の増加の方法を記載した書 が合併する場合の合併契約書記載事項を、

類 以下のとおり規定する。（法第138 条第

(3) 増資後に想定される貸借対照表 １項関係)

○ 証券取引所が発行者である有価証券 (1) 合併を行う株式会社証券取引所が合

（当該証券取引所の子会社が発行者であ 併後存続する場合

る有価証券を含む。) の上場承認申請及 ① 合併により定款を変更するときは、

び上場廃止承認申請書類として以下のも その規定

のを規定する。（法第110 条第２項、第 ② 合併に際して発行する新株の総数、

112 条第２項関係) 額面又は無額面の別、種類及び数並

(1) 上場承認申請 びに合併により消滅する会員証券取

① 上場承認申請書 引所の会員に対する新株の割当てに

② 有価証券の証券取引所への上場に 関する事項

際し、当該有価証券の発行者が当該 ③ 増加すべき資本の額及び準備金に

証券取引所に対し上場審査のために 関する事項

その規則の定めるところにより提出 ④ 合併により消滅する会員証券取引

すべき書類と同等の書類 所の会員に対して支払う金額を定め

(2) 上場廃止承認申請 たときは、その規定

① 上場廃止承認申請書 ⑤ 各証券取引所の株主総会又は総会

② 上場を廃止しようとする理由を記 の期日

載した書類 ⑥ 合併を行う時期

③ 有価証券の上場廃止についての発 ⑦ 合併の日までに利益配当又は商法

行者の同意の有無を記載した書類 第293 条ノ５第１項の金銭の分配を

（当該証券取引所の子会社が発行者 行うときは、その限度額

である有価証券の上場廃止の場合に ⑧ 合併に際して就任すべき取締役又

限る。) は監査役を定めたときは、その規定

○ 有価証券市場開設の免許を受けた者が、 (2) 合併により株式会社証券取引所を設

当該免許を受けた日から６月以内に取引 立する場合

所有価証券市場を開設しなかったとき、 ① 定款の規定

やむを得ない理由があるとして、当該者 ② 合併に際して発行する株式の種類
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及び数並びに合併により消滅する証 所と会員証券取引所の合併の場合に限

券取引所の会員及び株主に対する株 る。)

式の割当てに関する事項 ○ 法第188 条の規定に基づく提出書類

③ 資本の額及び準備金に関する事項 （総会において承認したとき、遅滞な

④ 合併により消滅する証券取引所の く提出するもの) について、株式会社

会員及び株主に対して支払う金額を 証券取引所が提出する書類として以下

定めたときは、その規定 のものを規定する。

⑤ 各証券取引所の株主総会又は総会 (1) 商法第281 条第１項に規定する貸借

の期日 対照表、損益計算書、営業報告書、利

⑥ 合併を行う時期 益の処分又は損益の処理に関する議案

⑦ 合併により消滅する株式会社証券 及び附属明細書

取引所が合併の日までに利益配当又 (2) 信認金明細表、売買・取引証拠金明

は商法第293 条ノ５第１項の金銭の 細表、その他諸勘定明細表

分配を行うときは、その限度額 (3) 主要な株主の氏名、住所又は居所、

⑧ 取締役及び監査役の氏名 国籍及び職業並びに持株数を記載した

○ 合併認可申請書の添付書類に、以下の 書類

ものを規定する。（法第140 条第３項関 ○ その他、法第188 条の規定に基づく提

係) 出書類について、以下のものを追加する。

(1) 主要な株主の氏名、住所又は居所、 (1) 関係会社（財務諸表等の用語、様式

国籍及び職業並びに持株数を記載した 及び作成方法に関する規則（昭和38年

書類（合併後の証券取引所が株式会社 大蔵省令第59号）第８条第８項に規定

である場合に限る。) する関係会社をいう。）の毎事業年度

(2) 合併に際して就任する役員があると 経過後３月以内関係会社に関する報告

きは、就任を承諾したことを証する書 書

類 (2) 毎月ごとに作成し当該期間終了後1

(3) 商法第412 条第１項の規定による公 月以内毎月末における貸借対照表及び

告及び催告の状況を記載した書類 損益計算書又はこれらに準ずる書面

(4) 証券取引所の業務に関する知識及び （株式会社証券取引所に限る。)

経験を有する従業員の確保・配置の状 (3) 他の法人その他の団体が、関係会社

況を記載した書類 に該当し、又は該当しないこととなっ

(5) 合併後の事務の機構及び分掌を記載 た場合関係会社届出書

した書類 ○ その他

○ 合併する各証券取引所が備え置くべき 証券取引所において使用する電子情報

書類として、以下のものを規定する。 処理組織の内容の変更及び異常発生時の

（法第143 条関係） 報告規定等、所要の規定整備を行うこと

(1) 合併契約書 とする。

(2) 合併契約書の承認の決議をする総会

の会日前６月以内に作成された貸借対 ２ 金融先物取引法施行規則の一部改正

照表及び収支計算書 ○ 免許申請書の添付書類として、以下の

(3)(2)の貸借対照表及び収支計算書が、 ものを追加する。（法第４条第２項関係）

最終のものでないときは、最終の貸借 (1) 理由書、組合等登記簿又は法人登記

対照表及び収支計算書 簿の謄本

(4) 消滅する証券取引所の会員に対する (2) 主要な株主の氏名、住所又は居所、

株式の割当てに関する事項について理 国籍及び職業並びに持株数を記載した

由を記載した書面（株式会社証券取引 書類（免許を受けようとする者が株式
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会社である場合に限る。) (3) 会員に対する割当てにより発行する

(3) 金融先物取引所の業務に関する知識 株式の総数及び額面又は無額面の別並

及び経験を有する従業員の確保・配置 びに発行価額

の状況を記載した書類 (4) 組織変更前の会員金融先物取引所の

(4) 事務の機構及び分掌を記載した書類 会員に対して支払う金額を定めたとき

(5) 最近における財産及び収支の状況を は、その規定

知ることができる書類 ○ 組織変更前の会員金融先物取引所が備

(6) 電子情報処理組織を使用する場合に え置くべき書類として、以下のものを規

は、その概要、設置場所、容量及び保 定する。（法第34条の６第１項関係)

守の方法並びに異常が発生した場合の (1) 組織変更計画書、組織変更に関する

対処方法を記載した書類 議案、組織変更後の定款

(7) 金融先物取引所以外の株式会社が従 (2) 会員に対する株式の割当てに関する

前の目的を変更して免許申請書を提出 事項について理由を記載した書面

する場合 (3) 最終の貸借対照表及び収支計算書

① 従前の目的を変更して金融先物市 ○ 組織変更後の株式会社金融先物取引所

場を開設することを決議した株主総 が備え置くべき書類として、以下のもの

会の議事録 を規定する。（法第34条の８第１項関係）

② 従前の定款及び免許申請の際に現 (1) 商法第100 条の規定による手続きの

に存する取引の性質を明らかにする 経過

書面 (2) 組織変更の日

③ 最終の貸借対照表、損益計算書及 (3) 組織変更に際して株式を発行したと

び利益の処分又は損失の処理に関す きは、商法第173 条ノ２第１項の規定

る書面 による株式会社の取締役及び監査役と

○ 組織変更計画書の記載事項として、以 なるべき者の調査に関する事項

下のとおり規定する。（法第34条の５第 ○ 組織変更認可申請書の添付書類として、

５項関係) 以下のものを規定する。（法第34条の14

(1) 組織変更後の商号、資本の額及び資 第３項関係)

本準備金の額 (1) 理由書、組織変更計画書、組織変更

(2) 組織変更後に発行する株式の総数及 後の定款その他の規則、組織変更計画

び額面株式を発行するときは、一株の 書を承認した総会の議事録

金額

（総務企画部市場課）

私設取引システム（ＰＴＳ）開設等
に係る指針の公表について

金融庁は、投資家保護等の観点を踏まえながら、有価証券取引の電子化に資する環境整備を進

めるため、「私設取引システム（ＰＴＳ）の開設に係る指針」を策定することとし、指針案を10

月26日公表し、11月８日を期限にパブリック・コメントに付した。ＰＴＳ業務における売買価格

の決定方式の拡充や公正な取引の確保のためのルールの整備、ＰＴＳ規制（認可基準、定期報告

) の見直し等を内容とするものであり、指針に基づき関係総理府令等の整備を行うこととしてい

る。
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〇平成12年10月26日発表

１．基本的考え方 法として、「売買気配提示方式（証券会

最近、証券会社等による私設取引システ 社が売り気配及び買い気配を提示し、当

ム（ＰＴＳ）の開設といった、新たな形態 該気配に基づき自己の計算で顧客との間

の証券業の展開が見受けられる。こうした で売買を行う方法）」を認めることとす

電子取引市場開設の動きは、市場間競争を る。

通じて有価証券市場全体の効率性を向上さ なお、この方法は、マーケットメイカ

せるとともに、流動性の低い有価証券の流 ーが自らの提示気配に基づき売買を行う

通市場を整備すること等により、投資者の 点において一定の価格形成機能を有する

利便性の向上にも寄与するものである。 ものの、店頭売買有価証券市場ほどには

他方、こうした新たな形態の証券業につ 高度な価格形成機能を有しないものと整

いては、公正な取引の確保、投資者保護の 理される。

観点から、従来の伝統的な証券業において ３．公正な取引の確保のためのルールの整備

は想定していなかった様々な問題が予想さ 証券会社は自主規制機能を有しないこと

れる。 から、ＰＴＳ業務において、新たに売買価

従って、金融庁としては、以上のような 格の決定方法を追加すること等により一定

考え方の下、投資者保護等の観点も踏まえ、 の価格形成機能が生ずることとなれば、公

有価証券取引の電子化に資する環境整備を 正な取引の確保や投資者保護の面で問題を

進めるため、私設取引システムの開設に係 生じる惧れがある。

る一定の指針（ルール）を策定することと このため、不公正取引を防止する等の観

した。 点から、取扱有価証券の性質も含め、その

なお、12月１日の改正証券取引法施行と 取引が行われる場の性質に応じたルールを

同時に、本指針に基づくＰＴＳ業務の認可 課すことが必要である（事務ガイドライン）

を開始することとする。 （１）価格情報等の外部公表

２．ＰＴＳ業務における売買価格の決定方法 ＰＴＳ業務を含めた取引所外取引にお

の拡充 いて公正な取引を確保する上では、その

ＰＴＳ業務における売買価格の決定方法 価格形成が公正かつ透明に行われる必要

として、従来の「市場価格売買方式」、 があり、そのためには、価格情報の報告・

「顧客間交渉方式」に加え、更に、以下の 集中・公表が不可欠な要素となる。

二つの方法を認めることとする（総理府令）。 従って、株券等を取り扱うＰＴＳ業務

（１）顧客注文対当方式 について、当該システムの最良気配・取

ＰＴＳ業務における売買価格の決定方 引価格等を、他の証券会社によるＰＴＳ

法として、「顧客注文対当方式（顧客同 業務と比較可能な形で即時に外部公表す

士の注文を対当させることにより取引を ることを義務付け、これを認可の条件と

成立させる方法）」を認めることとする。 する。

なお、この方法は、顧客の指値を付け （２）取引高シェアに基づく数量基準の導入

合わせる点において一定の価格形成機能 証券会社は自主規制機能を有しないこ

を有するものの、成行注文や板寄せとい とから、ＰＴＳ業務において一定の価格

う手法が行われないという点において、 形成機能を認めた結果、取引参加者が増

取引所有価証券市場ほどには高度な価格 加し、その規模（取引高シェア）が一定

形成機能を有しないものと整理される。 以上に拡大した場合には、公正な取引の

（２）売買気配提示方式 確保の面で問題が生じる惧れが大きくな

ＰＴＳ業務における売買価格の決定方 るとともに、主たる市場である取引所等
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の流動性を低下させ、公正な価格形成を 従って、投資者保護等の観点から、こう

阻害する惧れが生ずる。 した新たな形態のＰＴＳ業務に対する認可

従って、上場株券等及び店頭登録株券 の審査及び監督上の対応として、以下に掲

等を取り扱うＰＴＳ業務について、取引 げる認可基準や定期報告等について、所要

高シェアが一定の水準を超える場合には、 の見直しを行うこととする（総理府令、事

それに基づいて一定の措置を講ずること 務ガイドライン）。

を義務付け、これを認可の条件とする。 ①取引量等についての月次報告

４．ＰＴＳ規制（認可基準、定期報告）の見 ②内部管理体制の充実

直し ③売買価格の決定方法を含めた取引ルール

今回ＰＴＳ業務の範囲を拡充することに の顧客への十分な説明義務

より、従来の伝統的な証券業においては予 ④システム容量等の安全性・確実性の確保

想されなかった、新たな形態の証券業の展 ⑤取引情報の機密保持のための予防措置

開が予想される。

（総務企画部市場課）

（監督部証券課）

「電子バンキンググループの活動の趣旨
及び白書」の公表について

10月23日、バーゼル銀行監督委員会・電子バンキンググループは、本年上半期の作業成果を、

「電子バンキンググループの活動の趣旨および白書」として取りまとめ公表した。これは、電子

バンキングを巡る諸問題に対し、銀行監督当局及び銀行の注意を喚起することを主目的としてい

る。

〇平成12年10月23日発表

１．バーゼル銀行監督委員会は、近年、イン 作成する予定である。

ターネット等を介した電子バンキングが急 ３．本ペーパーは、Phase I の作業成果を白

速に拡大していることに注目し、この分野 書として取りまとめて公表することにより、

の現状把握やリスク分析を行なうため、昨 電子バンキングを巡る諸問題に対する銀行

年11月、電子バンキンググループ（以下EB 監督当局および銀行の注意を喚起すること

G 、議長はJohn Hawke通貨監督庁長官）を を主たる目的としている。本ペーパーは、

設置した。 （１）EBG の活動の趣旨を説明した序文に、

２．EBG は、本年上半期までをPhase Ⅰとし （２）クロスボーダー電子バンキングにお

て、各国における電子バンキングの進展状 ける監督上の課題、（３）電子バンキング

況や監督体制の把握、および電子バンキン のリスク管理における監督上の課題を扱っ

グを巡る課題の分析作業を行なってきた。 た２つの白書を添付するという構成を採っ

また本年下期をPhase IIとして、Phase I ている。

における作業の成果に加え、金融機関、テ ４．本ペーパーは、原文（英語）については

クノロジー・プロバイダー、コンサルティ BIS のウェブサイト上（http://www.bis.o

ング会社等への追加調査を幅広く実施し、 rg）、和文（仮訳）については当庁のウェ

電子バンキングの監督に係るガイダンスを ブサイト上にて閲覧可能となっている。

（総務企画部国際課）
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環太平洋マネー・ローンダリング・コンファランスについて

10月21日～24日にかけて、上記コンファランスがカナダ・米政府の共催によりヴァンクーバー

で開催され、当庁からは特定金融情報室長が出席した。

〇平成12年10月30日発表

・本会合のポイント 的と見られていた中国、ベトナム等から複数

特定金融情報室長はアジアにおけるマネー・ の政府関係者が出席している点が注目を集め

ローンダリング対策に関するワークショップ た。この内、中国は、顧客の本人確認制度を

の議長を務めるとともに、わが国の「疑わし 本年４月から導入したこと、マネー・ローン

い取引届出制度｣ の運用状況について発表を ダリングの前提犯罪を拡大する法案を起草中

行った。 であること、「疑わしい取引の届出制度」の

また、コンファランスには環太平洋約20カ 導入についても検討中である旨、明らかにし

国の官民関係者約500 名が参加したが、中で た。

も、従来マネー・ローンダリング対策に消極

（総務企画部総務課特定金融情報室）

預 金 保 険 制 度 を 活 用 し た 資 金 援 助 案 件

金融再生委員会は、西相信用金庫のさがみ信用金庫への事業譲渡及び松沢信用金庫の昭和信用

金庫への事業譲渡に係る特別資金援助の必要性の認定について、10月31日、合わせて議決した。

〇平成12年10月31日発表

受皿金融機関 さ が み 信 用 金 庫 昭 和 信 用 金 庫

所在地 神奈川県小田原市 東 京 都 世 田 谷 区

業 代表者名 松浦 康二 薮崎 丈尚

容 預金量（億円） ５，４０４ １，８２５

12 貸出金（億円） ３，５４９ １，２７３
年
３ 店舗数（店） ４３ １２
月
末 常勤役職員（人） ７３２ ２９９

会員数 （人） ４６，４７６ １６，１１８

出資金（百万円） ２，８３２ ５６７

破綻金融機関 西 相 信 用 金 庫 松 沢 信 用 金 庫

所在地 神奈川県足柄下郡 東 京 都 世 田 谷 区

業 代表者名 平井 八郎 元木 秀夫

容 預金量（億円） ７５４ ７５７

12 貸出金（億円） ６２２ ６４４
年
３ 店舗数（店） １２ １０
月
末 常勤役職員（人） １５５ １５１

会員数 （人） １６，７９１ １１，１４６

出資金（百万円） ３８３ ８２２

（金融再生委員会事務局金融危機管理課）
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（参 考）

預金保険機構の資金援助手続き

金融機関の破綻 ・金融再生法第68条に基づく申出

・同法第８条に基づく金融整理管財人による業務及び財産の管理を命ずる

処分

破綻金融機関・救済金融機関の連名による適格性の認定申請

金融再生委員会の適格性の認定

要件 ① 当該合併等が行われることが、預金者等の保護に資すること。

② 預金保険機構による資金援助が行われることが、当該合併等を行うために

不可欠であること。

③ 当該合併等に係る破綻金融機関について、合併等が行われることなく、そ

の業務の全部廃止又は解散が行われる場合には、当該破綻金融機関が業務を

行っている地域又は分野における資金の円滑な需給及び利用者の利便に大き

な支障が生ずるおそれがあること。

破綻金融機関・救済金融機関から預金保険機構への資金援助の申込み

資金援助必要額がペイオフ 資金援助必要額がペイオフコスト

コストの範囲内の場合 を超える場合

（2002年３月までの特例措置）

預金保険機構からの金融再生委員会及び大蔵大臣へ

のペイオフコスト超の報告

日本銀行への意見照会

金融再生委員会及び大蔵大臣による特別資金援助の

必要性の認定

要件 資金援助の申込みに係る合併等が行わ

れなければ信用秩序の維持に重大な支障

が生ずるおそれがあること

預金保険機構運営委員会による

資金援助の決定 預金保険機構運営委員会による特別資金援助の決定

資金援助の実施 特別資金援助の実施
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日南信用金庫の事業譲渡契約の締結について

日南信用金庫の譲渡先選定については、去る８月10日に日南信用金庫と南郷信用金庫との間で

事業譲渡に係る基本合意書締結後、当事者間で鋭意協議が進められた結果、10月20日、日南信用

金庫と南郷信用金庫との間で事業譲渡契約書が締結された。今後、金融再生法等に基づく所要の

措置が講じられ、平成13年２月26日に事業譲渡が行われる予定とされている。

〇平成12年10月20日発表

１．日南信用金庫の譲渡先の選定については、 ３．今後、金融再生法及び預金保険法に基づ

去る８月10日の南郷信用金庫との間の事業 く所要の手続き及び措置が講じられ、平成

譲渡に係る基本合意書締結後、日南信用金 13年２月26日に日南信用金庫から南郷信用

庫の金融整理管財人と南郷信用金庫との間 金庫への事業譲渡が行われる予定となって

で事業譲渡契約の締結に向けて鋭意協議が いる。

進められ、この程、両金庫間で合意に達し ４．当委員会としては、現在金融整理管財人

た。 の管理下にある他の金融機関についても極

２．その結果を踏まえ、昨日の金融再生委員 力早期の譲渡を実現すべく引き続き金融整

会において、日南信用金庫と南郷信用金庫 理管財人を最大限支援・指導してまいる所

との間で事業譲渡契約を締結することを了 存である。また、破綻金融機関の旧経営陣

承し、これを受けて本日、両金庫の間で事 の民事・刑事上の責任が早期かつ適切に解

業譲渡契約が調印・締結されたところであ 明されることを期待する。

る。

（金融再生委員会事務局金融危機管理課）

北兵庫信用組合に対する管理の終了期限の延長について

北兵庫信用組合の譲渡先選定については、５月26日に株式会社みなと銀行との間で事業譲渡契

約書が締結され、12月11日に事業譲渡が行われることが予定されているところであるが、事業譲

渡を行うまでに管理を命ずる処分があった日から１年の期間を経過することから、管理の終了期

限を事業譲渡日まで延長することとした。

〇平成12年10月20日発表

１．北兵庫信用組合については、平成11年10 れた。

月29日、兵庫県知事により金融再生法第８ ３．当該「覚書」においては、今後の事業譲

条に基づき、金融整理管財人による業務及 渡作業等に要する期間を踏まえ、事業譲渡

び財産の管理を命ずる処分が行なわれた。 が平成12年12月11日に行われることが予定

２．同信用組合の譲渡先選定については、同 されているところであるが、事業譲渡を行

信用組合の金融整理管財人により鋭意作業・ なうまでに管理を命ずる処分があった日か

検討が進められた結果、平成12年５月26日、 ら１年の期間を経過することとなることか

株式会社みなと銀行との間で、「事業譲渡 ら、本日、金融整理管財人からの申請を受

契約書」が締結され、平成12年７月13日に け、金融再生法第25条に基づき、その期限

事業譲渡の期日に関する「覚書」が締結さ を事業譲渡日まで延長することを承認した。

（金融再生委員会事務局金融危機管理課）
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証 券 投 資 信 託 委 託 業 の 認 可 ・
投 資 一 任 契 約 に 係 る 業 務 の 認 可 に つ い て

金融再生委員会は、10月31日、三和アセットマネジメント㈱に対し証券投資信託委託業の認可

を行った。また、同日、アクシーズ投資顧問㈱、プライベート投資顧問㈱及びファンネックス・

アセット・マネジメント㈱に対し投資一任契約に係る業務の認可を行った。

〇平成12年10月31日発表

認可申請会社の概要

１．商号 三和アセットマネジメント株式会社

２．本店所在地 東京都千代田区大手町一丁目１番３号

３．設立年月日 平成５年９月27日

４．資本金 12億8000万円

５．資本構成 ㈱三和銀行 79％ その他株主 21％

６．代表者 代表取締役社長 冨士 智之

７．役職員数 １０１名

８．既存業務 平成９年９月 投資顧問業登録

平成９年11月 投資一任契約に係る業務認可

９．認可業務 証券投資信託委託業

認可申請会社の概要

１．商号 アクシーズ投資顧問株式会社

２．本店所在地 東京都中央区日本橋本石町一丁目２番１号

３．設立年月日 平成８年10月４日

４．資本金 １億1200万円

５．資本構成 アクシーズ・ジャパン証券株式会社 77.6％ その他 22.4％

６．代表者 代表取締役社長 吉田 稔

７．役職員数 ６名
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８．既存業務 平成８年10月 投資顧問業登録

９．認可業務 投資一任契約に係る業務

認可申請会社の概要

１．商号 プライベート投資顧問株式会社

２．本店所在地 東京都中央区日本橋室町一丁目７番１号

３．設立年月日 平成12年７月26日

４．資本金 ３億円

５．資本構成 プライベート証券マネジメント株式会社 １００％

６．代表者 代表取締役 楠木 英美

７．役職員数 １５名

８．既存業務 平成12年９月 投資顧問業登録

９．認可業務 投資一任契約に係る業務

認可申請会社の概要

１．商号 ファンネックス・アセット・マネジメント株式会社

２．本店所在地 東京都千代田区内幸町二丁目２番３号

３．設立年月日 平成12年１月14日

４．資本金 ３億2000万円

５．資本構成 西澤 賢 30％ ㈱中前国際経済研究所 20％

日興アセットマネジメント㈱ 19.8％ その他 30.2％

６．代表者 代表取締役社長 西澤 賢

７．役職員数 １４名

８．既存業務 平成12年２月 投資顧問業登録

９．認可業務 投資一任契約に係る業務

（監督部証券課）

（金融再生委員会事務局総務課）
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○編集：金融庁総務企画部政策課

○内容の照会先 （℡代表 03ー3506ー6000）

①財務局理財部長会議の（内線3168） ｐ１ ⑧「電子バンキンググル（内線3197） ｐ20

開催 ープの活動の趣旨及び

②臨時財務局検査監理官（3506ー6197）ｐ２ 白書」の公表

等会議の開催 ⑨環太平洋マネー・ロー（3506ー6055）ｐ21

③協栄生命保険株式会社（内線3340） ｐ３ ンダリング・コンファ

について ランスについて

④ＳＰＣ法等の一部改正（内線3515） ｐ４ ⑩預金保険制度を活用し（3502ー7612）ｐ21

法律の施行に伴う関係 た資金援助案件

政令案等の公表 ⑪日南信用金庫の事業譲（3502ー7524）ｐ23

⑤証券会社に関する総理（内線3620） ｐ10 渡契約の締結

府令等の一部改正案に ⑫北兵庫信用組合に対す（3502ー7608）ｐ23

係る概要の公表 る管理の終了期限の延

⑥証券取引所の設立等に（内線3612） ｐ13 長

関する総理府令等一部 ⑬証券投資信託委託業の（内線3359） ｐ24

改正総理府令案の公表 認可・投資一任契約に（3502ー7322）

⑦ＰＴＳ開設等に係る指（内線3604） ｐ18 係る業務の認可

針の公表 （内線3352）

編集後記

最近、鍵穴に細い特殊な工具を差し込んで鍵 社は本件についてどう対応するつもりか」とい

を開ける「ピッキング」による空き巣被害が急 うことである。特殊とはいえ簡単な工具を使っ

増しているという。ピッキング被害にあいやす て数秒で開くような鍵を製造した結果、「この

い鍵は鍵穴が縦型のディスクシリンダーとのこ 鍵は危ないので付け替えを」と広告しこれを機

とで、うちの鍵がまさしくそれであった。 会に商売できるものなのか、ということである。

管理人に確認したところ「鍵を一斉に替える もしも、鍵の製造会社にも職人気質的なもの

予定はないが、個々に替えることは構わない」 があるのならば、危ない鍵と判った際に一斉に

とのことだったので、自分で業者を呼び鍵を替 無料で直すとか、それでは会社が傾きかねない

えた。 のであれば実費で直すとか、もっと会社の良心

今回のことで感じたのは、一番悪いのはピッ や自社で作った鍵への誇りが欲しいと思った次

キングをする空き巣だとしても、「鍵の製造会 第である。

金融庁ホームページ http://www.fsa.go.jp/
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